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令 和 ３ 年 度 事 業 計 画 書 

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで） 

 

都民が安心して暮らせる社会の実現を目指し、防火・防災・救急業務関係者の育成並び

に都民の防火・防災・救急の意識と行動力の向上に関する各種事業を積極的に推進する。 

Ⅰ 公益目的事業 

  防火・防災業務関係者の育成、都民の防火・防災意識と行動力の向上、応急手当の普

及啓発及び救急需要対策等として、次の事業を実施する。 

 １ 公１事業 

  ⑴ 防火・防災・応急手当普及啓発事業(公１－１) 

   ア 普及啓発事業 

    (ｱ) 「SAFETY LIFE TOKYO」の発行  

      防火・防災・応急手当に関する多角的な情報を発信、提供する防災・救急情

報誌「SAFETY LIFE TOKYO」を、学校、病院、防火防災救急業務に関連する事業

所等に発行する。 

    (ｲ) ホームページ、フェイスブックを活用した情報発信 

     a 協会の概要、事業及び財務状況、社会貢献活動、コンプライアンスに係る情

報を公開する。 

     b 防火・防災関連講習、応急手当講習、消防博物館及び池袋、立川、本所各防

災館等のイベント案内並びに各種申込受付等の情報を提供する。 

    (ｳ) 防火・防災関係強化週間期における防火・防災普及事業 

      秋、春の全国火災予防運動週間、危険物安全週間、防災週間の防火・防災関

係強化週間期に併せ、啓発ポスター等の作成及び防火・防災に関する講演会等

を実施する。 

    (ｴ) 各種イベント等への参加事業 

東京消防出初式、防火安全セミナーなど各種イベント等に参加し、各種情報の

提供、防火・防災意識の向上及び応急手当等の普及啓発や防災、救急用品の展示

等を実施する。 

    (ｵ) 公募による防火・防災意識の普及啓発事業 

地震等の自然災害による被害の軽減や火災等の未然防止策など防火・防災に

関する優れた取組みや応急手当の普及活動等をとおして、都民生活の安全、安心

なまちづくりの推進に功労があった個人、町会、自治会、事業所等を表彰する。 

    (ｶ) 自主防災活動等に対する助成事業 
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      地域における防火・防災思想の普及活動や、応急手当の普及啓発を行う事業

を対象に公募を行い、当該事業に対し助成する。 

    (ｷ) 応急手当普及事業 

     a 救急医療週間の時期に併せ、応急手当や救急車の適正利用に関する普及啓発

活動を実施する。（リーフレットの作成・配布及び救急セミナーにおける救

命講習等） 

     b 救急車同乗研修の安全と成果向上を図るため、研修生に対する感染防止資器

材等のコーディネイト業務を実施する。 

    (ｸ) 救急関係事業への協力事業 

     a 東京都福祉保健局、公益社団法人東京都医師会等と連携した東京マラソン参

加者及びボランティア並びに東京２０２０大会ボランティアリーダーに対す

る大規模救命講習を開催する。 

     b 東京２０２０大会及び東京マラソン開催時において、現場救護所等へ救護員

を派遣するなど、大規模イベントの応急救護体制を支援する 

    (ケ) 優良防火対象物認定表示制度（優マーク制度）の普及促進広報 

      優マーク制度に関する広報物を作成し、イベント来場者に配布することで、

建物利用者に対して優マーク制度を周知するとともに、制度の活用促進を図

る。 

   イ 消防用設備等点検済表示制度事業 

     防火対象物に設置されている消防用設備等の適正な点検の実施を確保するとと

もに、点検業務に携わる者の責任の明確化と資質の向上を図り、併せて防火対象物

関係者等による点検の確実な履行を促進するため次の事業を実施する。 

    (ｱ) 制度をより浸透するための広報及び点検済票貼付の促進 

    (ｲ) 表示登録事業者に対する各種講習 

      点検保守業務に関する実技講習及び学科講習を開催し、法令改正や消防用設

備等に係る最新の情報を提供し、表示登録事業者の実務能力向上を図る。 

    (ｳ) 点検推進指導員による確認事務 

 表示登録事業者の事業所や点検実施場所に当協会の点検推進指導員が出向し、

点検実施状況や消防用設備に貼付する点検済票の管理方法を確認、指導するこ

とで、消防用設備等点検済表示制度の信頼性を確保する。 

   ウ 東京民間救急コールセンター運営事業 

    (ｱ) 民間救急及びサポートＣａｂ（タクシー）利用促進の普及広報 

救急需要対策として、通院や入退院、病院間における緊急性の低い移動には、 
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民間救急車またはサポートＣａｂを利用するよう都民等に促すため、リーフレ

ットの配布やポスターを掲出するとともに、東京消防出初式等に参加し、車両展

示等のＰＲ活動を展開する。 

    (ｲ) 民間救急及びサポートＣａｂ（タクシー）利用者への配車案内 

通院や入退院、病院間における緊急性の低い移動に係る都民等からの配車要

請に基づき、東京民間救急コールセンター（以下「コールセンター」という。）

に登録している事業者の民間救急車またはサポートＣａｂを要請者の居住地及

び症状等に応じて紹介する。 

    (ｳ) コールセンター登録事業者に対するレベルアップ方策の実施 

コールセンターの登録事業者に対して、感染症対策を含む安全かつ確実な患

者搬送に資する教養及び対応訓練を実施する。 

   エ 表彰事業 

     防火・防災に関する事業を長年にわたり積極的に推進し社会貢献を行っている

団体、個人に対して次の区分毎に表彰を行い、都民の安全・安心を更に高める。 

    (ｱ) 防災安全功労 

     ａ 防火安全の普及活動に努め功労が認められる団体、防災教育、訓練等で顕

著な功績があった事業所及び協会の運営発展に多大な貢献をした団体に対し

て表彰を行う。 

     ｂ 防火・防災事業に係る協会の運営に多大な功績がある者又は協会役員を退

任した者等に対して表彰を行う。 

    (ｲ) 危険物保安功労 

     ａ 法令等を遵守し保安管理が適正で他の模範と認められる事業所に対して表

彰を行う。 

     ｂ 危険物に関する保安の確保及び安全思想の普及等に多大な功績を収めた者

又は団体の発展に多大な貢献をした者に対して表彰を行う。 

    (ｳ) 消防設備保守功労 

     ａ 消防用設備等の保守業務において長年の実績と表示登録事業者としての実

績を有する事業所に対して表彰を行う。 

     ｂ 消防用設備等の保守業務において功績がある者に対して表彰を行う。 

    (ｴ) 救急業務協力功労 

     ａ 救命講習インストラクター制度に係る事業所インストラクターにおいて応

急手当の普及啓発又は多大な功績が認められる者に対して表彰を行う。 

ｂ 患者搬送事業の推進に多大な貢献を収めた事業所に対して表彰を行う。 
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    (ｵ) 協会運営等功労  

      協会の運営、発展及び事業の推進に功労があった者に対して表彰を行う。 

  ⑵ 防火・防災・応急手当講習事業（公１－２） 

   ア 法令等に定められた資格取得講習 

    (ｱ) 防火安全技術講習（３回、再講習８回） 

      防火対象物の避難管理や消防用設備等の設置計画等の業務に従事する防火安

全の専門家を養成する講習を実施する。 

    (ｲ) 防火管理技能講習（４回、再講習６回）  

      一定規模以上の建物の防火管理者の業務を補助するための高度で専門的知

識・技術を有するスペシャリストを養成する講習を実施する。 

    (ｳ) 消防設備点検資格者講習（第１種…４回、再講習１２回） 

（第２種…４回、再講習１２回） 

（特種…１回、再講習１回） 

      消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等などの消防用設備等を点

検する資格者を養成する講習を実施する。 

    (ｴ) 地下タンク等定期点検技術者講習（地下タンク…３回、移動タンク…１回） 

      地下タンク及び埋設配管や移動タンクの漏れの点検を行う技術者を養成する

講習を実施する。 

    (ｵ) 可搬消防ポンプ等整備資格者講習（一般、特例、再講習…各１回） 

      消防団、町会、自治会、事業所が保有する可搬消防ポンプの点検整備を行う

技術者を養成する講習を実施する。 

    (ｶ) 防火対象物点検資格者講習（２回、再講習４回） 

      一定規模以上の建物の防火管理上必要な消防計画の作成、消火訓練等の実施

状況等を総合的に点検する資格者を養成する講習を実施する。 

    (ｷ) 防災管理点検資格者講習（２回、再講習３回） 

      一定規模以上の建物において、震災対策やテロ対策などの防災管理状況を総

合的に点検する資格者を養成する講習を実施する。 

   イ 資格取得のための受験準備講習会 

    (ｱ) 危険物取扱者試験受験準備講習会（甲種…２回、乙種第４類…１１回） 

      甲種と乙種第４類の危険物取扱者試験の受験者に対し、合格に向けた準備講

習会を実施する。 

    (ｲ) 自衛消防技術試験受験準備講習会（３１回） 

      一定規模以上の建物の自衛消防業務に従事するための、自衛消防技術試験の
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受験者に対し、合格に向けた準備講習会を実施する。 

   ウ 小規模社会福祉施設の防火実務講習会（１５回） 

     高齢者等が入居する施設等の勤務者を対象に、火災発生時に取るべき行動につ

いて、それぞれの施設の実情に応じた実践的な訓練を通して学ぶことができるオ

ーダーメイド型の防火実務講習会を実施する。 

   エ 応急手当の普及啓発に関する講習会等 

     協会が独自に作成した映像教材の活用等により、受講者や各種団体の多様なニ

ーズ等に応じた講習（止血を目的としたターニケットに係る講習を含む。）を実

施する。 

    (ｱ) 救命サポート講習（３６回） 

企業等のニーズに応じて、応急救護に関する講習を実施する。 

(ｲ) 島しょ地域の救命講習（３回） 

小笠原村など東京都内の消防本部を置いていない地域（村）からの要請に応じ

て、各種救命講習を実施する。 

    (ｳ) 大規模事業所における救助救命講習（２５０回） 

多くの人が利用する大規模事業所の従業員に対して、震災等の災害発生時に

おける救護・救出要領も含めた救命講習を実施する。 

   オ 防火安全セミナー（１回） 

     火災予防業務を適正かつ円滑に推進するため、事業所等の防火管理者や従業員

等に対し、消防関係法令の改正等や災害事例を踏まえた予防策等に関する説明会

を開催する。 

  ⑶ 防火・防災・救急関係調査研究事業（公１－３） 

    防火・防災・救急に関する情報を収集し、調査研究を行う。 

   ア 地震、火災等の災害に関する調査研究 

   イ 防火・防災・救急の意識と行動力の向上に関する調査研究 

   ウ 指導員の技能向上及び効果的な講習の実施要領に関する調査研究 

  ⑷ 試験確認事業（公１－４） 

製造されたタンク及び金属製１８ℓ缶等が危険物の規制に関する基準を満たして

いることを確認する。 

   ア 少量危険物タンク試験確認（５回）      

   イ 金属製１８ℓ缶等試験確認（１０回） 

  ⑸ 患者用救急自動車運行事業（公１－５） 

   ア 小児・新生児病院救急車運行事業 
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東京都立小児総合医療センターにおいて、ハイリスク新生児搬送用及び障害（精

神障害含む）を有する重篤小児搬送用のドクターカー２台を運行する。 

   イ 東京都福祉保健局緊急自動車運行事業 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者搬送用の緊急自

動車５台を運行する。 

   ウ 公益財団法人東京都保健医療公社緊急自動車運行事業 

     多摩南部地域病院及び荏原病院の患者搬送用の緊急自動車を運行する。 

 ２ 公２事業 

  ⑴ 防火・防災、消防講習事業(公２－１) 

    防火管理者、防災管理者、危険物取扱者及び消防設備士の育成を目的として、次

の事業を実施する。 

   ア 防火・防災管理講習事業 

    (ｱ) 防火・防災管理新規講習（２２７回） 

      甲種防火管理者と防災管理者の資格を併せて取得するための講習を実施する。 

    (ｲ) 防災管理新規講習（１２回） 

      防災管理者の資格を取得するための講習を実施する。 

    (ｳ) 乙種防火管理講習（３７回） 

      乙種防火管理者の資格を取得するための講習を実施する。 

    (ｴ) 防火・防災管理再講習（２７回） 

      一定規模以上の建物において、防火・防災管理者として選任されている有資

格者が５年に１回受講する講習を実施する。 

    (ｵ) 甲種防火管理再講習（２０回） 

      一定規模以上の建物において、甲種防火管理者として選任されている有資格

者が５年に１回受講する講習を実施する。 

   イ 消防講習事業 

    (ｱ) 危険物取扱者保安講習（３５回） 

      危険物取扱者（資格者）が取扱作業の保安のために受講する講習を実施する。 

    (ｲ) 消防設備士講習（４６回） 

      消防設備士（資格者）が消防用設備の工事又は整備のために受講する講習を

実施する。 

  ⑵ 救命講習事業（公２－２） 

    都民の応急手当に関する知識技術の向上を目的として、次の事業を実施する。 

   ア 普通・上級救命講習（６,４９６回） 
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心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、窒息手当、止血法に加え、上級では小児・乳児の対

応、外傷、搬送法等について習得させる。 

   イ 指導者用救命講習（１９５回） 

指導員や普及員として各種救命講習が正しく指導できる知識・技術を習得させる。 

   ウ 現場派遣員用救命講習（３３回） 

自動通報制度による警備会社等の現場派遣員が臨場先で利用者等に対して、迅

速・適切な援助、救護活動が実施出来るよう、必要な知識と技術を習得させる。 

   エ 患者等搬送乗務員用救命講習（２６回） 

東京消防庁の認定基準に適合する患者等搬送事業者として求められる、患者等

の症状の悪化防止及び安全な搬送のために必要な知識と技術を習得させる。 

 ３ 公３事業 

   消防に関する歴史的な遺産や装備の展示施設を活用した防火防災思想の普及や、火

災や地震等の模擬体験施設を活用した防災行動力の向上を目的として、外国人を含む

来館者の多様なニーズに応えられる施設運営を目指し、次の事業を実施する。 

   消防博物館ではＷｉ－Ｆｉを設置して、アプリのダウンロードにより展示物を音声

案内しているほか、収蔵品についても画像や音声での紹介を実施する。 

また、池袋防災館でも災害発生時の情報の発信及び収集に活用ができるようにＷｉ

－Ｆｉを設置しており、今後これらの効果等を踏まえ、立川及び本所防災館への展開

を検討する。 

  ⑴ 消防博物館運営事業（公３－１） 

 消防防災資料センター（消防博物館）において、所蔵品の公開展示や、地域社会 

の関心を捉えた特別企画展を実施するとともに、幅広い層の来館者に対する、防火

防災思想の普及、促進を図る。 

  ⑵ 防災館運営事業（公３－２） 

   ア 池袋・立川・本所都民防災教育センター（防災館）において、火災や地震等の模

擬体験施設を活用し、来館促進方策として各館の特色を生かした体験ツアーを実

施することで、個人及び団体など、より多くの方へ利用しやすい多様な防災学習

の機会を提供し、防災行動力の向上を図る。 

   イ 池袋防災館において、運営時間の延長による夜間の災害を想定した体験ツアー

（ナイトツアー）を実施する。 

   ウ 立川防災館において運用する起震車を活用し、学校や地域の防火防災訓練指導

を実施する。 

Ⅱ 収益事業等 
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  防災・救急関係図書等販売事業（収１） 

  防火・防災・救急に関する図書、資器材等の販売、法令に基づく防火対象物の認定証

頒布等、次の事業を実施する。 

 １ 防火・防災・救急関係図書の販売 

 ２ 防火・防災・救急関係資器材の販売 

 ３ 防火セイフティマーク、優良防火対象物認定証等の頒布 

 ４ 防火対象物の避難安全性に関する検証 

 

Ⅲ その他法人の目的を達成するために必要な事業 

 １ 協会上申による表彰  

  ⑴ 総務大臣表彰 

    安全思想の普及徹底等災害の発生の防止、被害軽減に尽力し、又は貢献した個

人・団体に対して行われる表彰の上申を行う。 

  ⑵ 消防庁長官表彰 

    危険物安全管理の推進に努めるとともに危険物の保安に関する行政の推進に協力

し、国民生活の保持に顕著に貢献した個人・事業所に対して行われる表彰の上申を

行う。 

  ⑶ 一般財団法人日本消防設備安全センター理事長表彰 

    国民の安全に係る研究、教育、訓練、安全思想の普及、防災機器・製品の普及等

について、長年にわたり貢献し特に優れた功績をあげた個人・団体に対して行われ

る表彰の上申を行う。  

  ⑷ 一般財団法人全国危険物安全協会理事長表彰 

    永年にわたり危険物関係業務に携わり、危険物災害の防止等に多大な功績をあげ

た個人又は事業所に対して行われる表彰の上申を行う。 

  ⑸ 関東甲信越地区危険物安全協会連合会長表彰 

    危険物施設の設備等の維持管理並びに保安監督者が優秀で他の模範となる事業所

に対して表彰上申を行う。 

 ２ システム整備の推進 

情報セキュリティシステム体制の検証 

 ３ ＤＸの推進 

   デジタルトランスフォーメーション事業を強力に推進する。 

⑴  講習のオンライン化 

講習のオンライン化の導入に向け、資格取得のための受験準備講習会において、
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オンラインを活用した講習を試験的に実施する。 

⑵  ワークフローシステムの導入 

勤怠管理等で使用している現行システムのサポート終了に合わせて、新たに電子

決議等が可能なワークフローシステムを導入予定である。 

⑶  テレワーク環境の整備 

職員のテレワークの推進のため、在宅時に活用するソフトウェア及びモバイル機

器等を導入するとともに、更に、効果的なソフトウェア等を検討しリモート環境等

を整備する。 

 ４ ５つのレスの推進 

ペーパーレス、はんこレス、キャッシュレス、ＦＡＸレス、タッチレスの５つのレ

スを推進するため、電子申請及び電子決済システム、インターネットＦＡＸ等のデジ

タルツールを試行検証し導入可能な業務に順次対応する。 

５ 新型コロナウイルス感染防止対策の推進 

本年度も新型コロナウイルス感染防止対策として、各種講習の受講定員や消防博物

館及び各防災館の来館者の制限などで３密を回避するとともに、非接触型検温器や手

指消毒剤の配置、受講机上へのアクリル板等の設置、施設内の定期的な換気及び消毒、

更に指導員等にはマスクやフェースガードの着用等の徹底を図り、各種業務を積極的

に推進する。 

 

Ⅳ 協会の運営管理 

 １ 評議員会、理事会の開催 

   協会の適法かつ円滑適切な運営を図るため、評議員会及び理事会を開催する。 

 ２ 防災関係団体との連携交流 

   一般財団法人全国危険物安全協会、一般財団法人日本消防設備安全センター等と連

携を図り事業の円滑化を図るため積極的な連携を図る。 

 ３ 職員研修体制の充実 

   都民や受講者へのサービスの向上を図るため、教育技能研修や主任研修の受講など

人材育成を推進する。 

 ４ 職場体験の受入れ 

   それぞれの課題に対し主体的に取組む能力や社会人として必要な基礎的コミュニケ

ーション能力などを自ら養成するための職場体験型インターンシップの受け入れを行

う。 


